
【指定障害児通所支援事業者等】

質疑応答

資料７

令和６年度指定障害福祉サービス事業所等に係る集団指導
⿃取県⻄部総合事務所県⺠福祉局共⽣社会推進課



基準職員又は加配職員が休暇を取得した場合、その日は算定が可
能か？

質問 (児童指導員等加配加算について)



例）定員１０名、児童指導員２名(常勤)、児童指導員１名(非常勤)を配置する事業所

営業時間： ９時～１８時（８Ｈ）

サービス提供時間： １３時～１８時（５H） （人員基準：１日１０時間の配置が必要） 週５０時間必要

勤務時間：① ９時～１８時（８Ｈ） ②１３時～１８時（５H）

回答例

週の合計
7654321
日土金木水火月

４０H
①8H
【基】

①8H
【基】

①8H
【基】

①8H
【基】

①8H
【基】

児童指導員A
（常勤）

２０H
②5H
【基】

②5H
【基】

②5H
【基】

②5H
【基】

②5H
【基】

児童指導員B
（非常勤）

４０H有給①8H
【加】

①8H
【加】

①8H
【加】

①8H
【加】

児童指導員C
（常勤）

〇〇〇〇〇算定可否

１週間を通じて必要な人員基準に加え、常勤換算で１人以上の配置がされているため、
１週間の各日の請求において児童指導員等加加配加算を算定可能。

人員基準OK
６０H≧５０H

【参考】令和５年３月３０日事務連絡 厚生労働省「障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取り扱いについて」

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1684908576208/simple/zidoshidoinkahaikasanQA.pdf



例）定員１０名、児童指導員２名(常勤)、児童指導員１名(非常勤)を配置する事業所

営業時間： ９時～１８時（８Ｈ）

サービス提供時間： １３時～１８時（５H） （人員基準：１日１０時間の配置が必要） 週６０時間必要

勤務時間：① ９時～１８時（８Ｈ） ②１３時～１８時（５H）

回答例

週の合計7654321
日土金木水火月

４０H公休①8H
【基】

①8H
【基】

①8H
【基】

①8H
【基】

①8H
【基】

児童指導員A
（常勤）

２５H②5H
【基】

公休②5H
【基】

②5H
【基】

②5H
【基】

②5H
【基】

児童指導員B
（非常勤）

４０H

（内加配３２H）
①8H
【基】

①8H
【加】

①8H
【加】

①8H
【加】

①8H
【加】

公休児童指導員C
（常勤）

××××××算定可否

人員基準OK
６５H≧６０H

１週間を通じて必要な人員基準に加え、常勤換算で１人以上の配置がされていないため、
１週間の各日の請求において児童指導員等加加配加算を算定不可。

【参考】令和５年３月３０日事務連絡 厚生労働省「障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取り扱いについて」

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1684908576208/simple/zidoshidoinkahaikasanQA.pdf



質問(延長支援加算について)

個別支援計画に、平日の授業終了後の１６時００分から１７時１５分
までサービス提供することを位置づけていたが、保護者の都合で、
１７時１５分から１８時１５分まで延長支援することとなった場合、延
長支援加算の算定は可能か。



算定不可。

１６時００分 １７時１５分

ポイント① 延長支援直前の必要な支援時間

⇒授業終了後３時間／休業日５時間

ポイント② 延長支援時間は１時間以上必要（例外あり）

※実際の支援時間が、計画と異なった場合でも、個別支援計画に定められた時間区分を算定

【参考】こども家庭庁Q＆Aリンク（問１～問４）

回答

支援時間(１時間１５分) 延長支援

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-
3d42440f1ca2/6cde24bf/20240513_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_95.pdf


